
 

令和７年度再生可能エネルギー・プログラミング教室開催業務委託 

に係る企画提案公募実施要領 
 
１ 業務の目的 

将来を担う児童に対して、再生可能エネルギーの理解を促すことは重要であり、プロ
グラミングを取り入れた電気の効率的な利用について、体験的に学ぶ機会を提供し、興
味・関心を高めるとともに、再生可能エネルギーの導入・維持につながる土壌・基盤づ
くりを図る。 

    
２ 委託業務の内容等 

 

(１)業務名 令和７年度再生可能エネルギー・プログラミング教室開催業務 

(２)委託期間 契約締結日から令和８年１月３０日まで 

(３)業務の内容 別添仕様書に定める業務の内容のとおり 
(４)契約上限金額 

 

 

 ６，６７０千円（消費税及び地方消費税を含む。） 
教室で使用するパソコン、教材、講師謝金、旅費等の一切の経費
を含む。 
なお、実施校は、ネットワーク環境が整備されているが、事前に
接続テストを行うことが困難なため、受託者において無線ルータ
ー等準備すること。また、出前講座として開催するため、スクリ
ーン・プロジェクターは学校で準備し、手回し風力発電機、手回
し発電機、プログラミング教材（micro:bit）、太陽光パネル、
ペダル発電機、ポータブル電源、計測器は県が準備する。 

                  
 ３ 応募資格 
  次の要件をすべて満たす者とする。 

(１) 島根県内に本店、支店又は営業所を有する法人又は個人事業主、特定非営利活動法

人促進法（平成 10 年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人であること。 

(２) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しな

い者であること。 

(３) 地方自治法施行令第 167 条の４第２項の各号のいずれかに該当すると認められる事

実があった後２年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他

の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。 

(４) 国又は地方公共団体との契約に関して指名停止の措置を受け、提出書類の提出期限

においてその措置の期間が満了していない者でないこと。 

(５) 最近１事業年度の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

(６) 島根県の区域内に事業所を有する者にあっては、県税の滞納がないこと。 

(７) 島根県の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道   

府県における最近１事業年度の都道府県税の滞納がないこと。 

(８) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続又は民事再生法（平   



 

成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てが行われている者（同法   

に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者であっても、手続き開始の決定   

後、島根県が別に定める手続きに基づき、入札参加資格の受付がなされている者は   

除く。）でないこと。 

(９) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条   

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する   

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でな  

いこと。 

(10)  委託事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること。 
(11)  発注者との協力・連携体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。 
 
４ 募集に関するスケジュール、選定方法等 

(1)募集期間 

 

令和７年６月６日（金）から７月４日（金）まで。 
企画提案募集要領は、県環境政策課ホームページで閲覧、ダウンロー
ドが可能である。 

(2)事前説明会 開催しない。 
(3)質疑の受付 
  期間 

質疑がある場合は、企画提案質問票（様式第４号）にて令和７年６月
６日（金）から６月１３日（金）１７時までに FAX（受信確認を必ず
行うこと。）又は郵送（書留などの受付確認が可能な方法に限る。以
下同じ。）により提出すること。 

(4)質疑の回答 
   方法 

 

 

令和７年６月１８日（水）までに県環境政策課ホームページに掲載す
る。なお、評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公平な
審査を行うために受け付けない。また、質問者の特殊な技術、ノウハ
ウ等に関わるもので、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益
を害するおそれがある内容が含まれると県が判断した場合は、ホー
ムページへの掲載はせず、個別に回答する場合がある。 

(5)企画提案書等 
  提出期間 

令和７年６月６日（金）から７月４日（金）まで。 
提出方法：持参又は郵送による。但し、提出は休日（島根県の休日を
定める条例（平成元年３月２５日条例第９号）第１条に規定する休日
のことをいう。）を除く毎日８時３０分から１７時までの必着とす
る。 

(6)審査方法 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①審査会を設置し、審査を行い委託予定事業者を選定する。なお、審
査会の開催は非公開とする。 

②審査会は、企画提案書を提出した者（以下「提案者」という。）に
ついて、書類審査を実施し、最も評価が高かった者を委託予定事業
者として選定する。 

③審査会は必要に応じ、提案者に対して説明を求める場合がある。 
④審査会は、主に下記の項目において審査を行う。 
 
≪審査項目≫ 
 
 
 
 

項  目 事      項 
 

 

目的・趣旨 ・事業の目的・趣旨を正しく理解し、反
映されているか。 

企画提案に関す ・再生可能エネルギーへの理解度を深め



 

る事項 る内容か。 
・目的を達成するための効果的な提案が
あるか。 

 

 

 

 

業務遂行能力に
関する事項 

 

 

・過去に類似事業の実績があるか。 
・実施手段・方法が具体的に提案されて
いるか。 

・円滑な実施内容及びスケジュールが設
定されているか。 

・実施にあたり十分な体制が整っている
か。従事者に本業務を実施する能力・
経験が豊富であるか。 

見積内容 ・適切な見積り内容になっているか。 

 女性活躍推進に
関する事項 

・しまね子育て応援企業（こっころカン
パニー）、しまね女性の活躍応援企業
に該当するか。 

 

⑤審査結果は、全提案者に書面により通知するが、選定の結果に対す
る質問及び異議申し立ては受け付けない。 

(7)審査結果の 
通知 

提案者に対し、令和７年７月中旬（予定）に通知する。 

(8)契約締結 「６ 契約関係」参照 

○提出先及び問い合わせ先 
 〒690-8501 松江市殿町１番地 島根県環境生活部環境政策課  担当:福井 
      電話：0852(22)6743  FAX:0852(25)3830 

 

５ 企画提案に係る提出書類  
   （１）提出書類は下記のとおりとする。 

番号 書類名 
 １  企画提案参加申込書（様式第１号） 
 ２ 再生可能エネルギーまたは、プログラミング教室等受託実績（様式第２

号） 
 ３ 企画提案書（様式第３号） 
 ４ 

 

見積書 
 ア．見積書は、提案する企画内容等の実施に係る一切の経費を見込む

こと（代表者印の押印の省略可）。 
 ・経費については、２（４）契約上限金額を参考にすること。 
 イ．明細を作成し、可能な限りそれぞれの積算方法を示すこと。 

 ５ 教室の概要、再生可能エネルギー・プログラミング教室で使用する資料
案（パワーポイントの資料等） 

 ６ その他参考となる資料  
 ７ 会社（団体）概要及び定款 
 ８ 島根県税の滞納がないことの証明書 
 ９ 誓約書 
10 決算書 

    （２）提出部数等 
   上記（１）の１～７は、原本（正）１部とコピー（副）３部、８～１０は、 



 
   原本１部を提出すること。 
   なお、提出書類は、ダブルクリップ留め、またはひも綴じとする。 
 
６ 契約関係 

⑴ 契約方法等 提案内容については、県が一部変更を求める場合がある。双方協議の
うえ、委託予定事業者と委託内容、委託料等について合意した場合は、
委託契約を締結する。 

⑵ 委託料の 
支払 

原則として精算払いとする。 

⑶ 一括下請け
及び再委託
の禁止 

業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わ
せることはできない。 

⑷ 契約保証金 契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金又はこれに代
える担保を納付すること。なお、契約保証金の納付の免除、納付方法
等は、地方自治法施行令及び島根県会計規則を適用する。 

⑸ 個人情報の 
保護 

本業務の処理にあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年
法律第 58 号）を遵守すること。 

⑹ 契約書及び 
仕様書 

別途作成・指示する。 

 
 
７ 留意事項 
 （１）参加申込書又は企画提案書が次のいずれかに該当する場合には、無効となること   

があるので留意すること。 
 ・提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの 
 ・作成要領に指定する作成様式及び記載上の留意事項に適合しないもの 
 ・記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 
 ・記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 
 ・虚偽の内容が記載されているもの 

 （２）提出期限以降における企画提案書の差し替え及び再提出は認められないので留意  
すること。 

 （３）本要領に基づき提出された書類は返還しない。 
 （４）提出書類の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 


